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現行の教育制度の中でのいじめ問題の対応の在り方 

～学校現場における具体的対応のポイント～ 
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はじめに 

現代の学校教育が直面している問題の

中で、児童生徒、保護者、マスコミをはじめ

多くの人々にとって関心の高いものに“いじ

め問題“がある。 

このどこでもいつでもおこる可能性のある

問題に対し、教師も保護者も、児童生徒も

が神経を使い様々な取り組みを行い、本来

進めるべき教育内容･教育活動に集中して

エネルギーを注ぐことのできない状況にある

といえる。 

このいじめ問題の性質や対応のあり方に

は、学校教育制度の特性が大きく関係して

おり、併せて、地域や家庭、社会の変容が

影響を及ぼしている部分も多くある。そうし

た状況の中で、様々な対応が進められては

いるが、原因や関係性は複雑で解決の糸

口が見えにくい問題となっている。 

また、解決に向けては、学校教育に一定

の役割があり期待されるところは大きい。近

年では、その全てを学校教育にゆだねる傾

向にあり、問題発生時にはその責任の全て

を学校に問う風潮も見られる。 

こうした中、これから教職をめざし学校現

場において児童生徒と日々直接関わること

となる人たちには、どちらかといえば興味関

心の薄い教育制度が、いじめ問題を始めと

する様々な教育問題や社会の変化に対応

できるものになるよう変容していること。また、

教員であるならば、その制度の中で適切に

対応できることが求められていることを、現

場の緊張感を感じ、現場で自らが指導する

場面を想定し、実感を伴って具体的に学ぶ

ことが必要と考える。 

そこで、特に人々の関心が高く教育現場

では必ず直面するであろうこの“いじめ問

題”をとりあげ、教育に関する様々な制度や

教育機関、関係機関等との関係性について、

児童生徒の姿や教員の見方考え方など教

育現場の実態と関連させながら整理し、より

よい対応や手立てのあり方について考察し、

教員を志望する人たちの実践力育成のた

めの参考になるものとしたい。 

 

１ いじめ問題の現状と学校の組織 

まずは、現在のいじめの状況から見える

児童生徒の姿と学校・学校職員に求められ

ている職務・対応力について整理すること

から始めたい。職務については、平成２５年

６月に制定された「いじめ防止対策推進法」

の基本理念と学校及び学校の教職員の責

務を参考にする。 

①学校・教職員に求められていること 

図 1 は、平成 29 年 10 月に文部科学省
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初等中等教育局児童生徒課が発表した平

成 28 年度「児童生徒の問題行動・不登校

等生徒指導上の諸課題に関する調査」（速

報値）の結果から、公立学校の『いじめの認

知率の推移（１，０００人当たりの認知件数）』

平成 18 年度～平成 28 年度をグラフにした

ものである。 

 

図１ 

 

 このグラフにおいて急激にいじめの認知

件数が増加しているのが平成 24 年度であ

る。これは、大津市の中学生いじめ自殺が

報じられ大きな社会問題になった翌年であ

る。各学校では、いじめの早期発見、早期

対応が重要視され、一気に認知件数が増

加したものと思われる。しかし、その後も深

刻ないじめ事案や生徒の自殺が無くなるこ

とはなく、認知件数もここ数年において増加

の傾向となっている。 

なお、件数の増加の背景には、単純にい

じめ事案が増加しているという捉えではなく、

文科省や教育委員会は、些細なことも見逃

さずにいじめとして認知することがいじめの

早期発見早期対応につながるとしており、

平成２５年６月に制定された「いじめ防止対

策推進法」に示されたいじめの定義による

認知が進み、些細な事案であっても該当す

るものは報告するといった学校の姿勢の変

化によるものもあるといえる。 

図２は、同じく、『いじめの発見のきっか

け』を、図３は、『いじめられた児童生徒の相

談状況』をグラフにしたものである。 

 

図２ 

 

 

図３ 

 

グラフからは、発見、相談共に学校の教

職員に関する事項の比率が圧倒的に高く、

いじめ問題の解決には学校の責務は非常

に高いこと、また、児童生徒もそれを求めて

いることがわかる。 

こうしたデータはその後の制度策定につ

ながることも多い。学校、児童生徒の現状把

握のもとで制度を改善していくのは行政の

役割の一つである。また調査項目は、その

後の指導項目につなげる意図もあることを

承知しておきたい。 
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また、「いじめ防止対策推進法」には基本

理念、学校及び学校の教職員の責務につ

いて下記のように示している。 

いじめ防止対策推進法 3条(基本理念) 

 １ いじめ防止等のための対策は、いじめが

すべての児童等に関係する問題であるこ

とに鑑み、児童等が安心して学習その他

の活動に取り組むことができるよう、学校

の内外を問わずいじめが行われなくなる

ようにすることを旨として行われなければ

ならない。 

 

 ２ いじめの防止等のための対策は、すべて

の児童等がいじめを行わず、及び他の

児童等に対して行われるいじめを認識し

ながらこれを放置することがないようにす

るため、いじめが児童等の心身に及ぼす

影響その他のいじめの問題に関する児

童等の理解を深めることを旨として行わ

れなければならない。 

 

 ３ いじめの防止等のための対策は、いじめ

を受けた児童等の生命及び心身を保護

することが特に重要であることを認識しつ

つ、国、地方公共団体、学校、地域住

民、家庭その他の関係者の連携の下、

いじめの問題を克服することを目指して

行われなければならない。 

 

いじめ防止対策推進法 8 条(学校及び学校の

教職員の責務) 

学校及び学校の教職員は、基本理念に

のっとり、当該学校に在籍する児童等の保

護者、地域住民、児童相談所その他の関

係者との連携を図りつつ、学校全体でいじ

めの防止及び早期発見に取り組むととも

に、当該学校に在籍する児童等がいじめを

受けていると思われるときは、適切かつ迅

速にこれに対処する責務を有する。 

 

このことからは、児童生徒が学習その他

の活動に安心して取り組めるようにすること、

学校の内外を問わずいじめが行われないよ

うにすること、いじめを行わないこと放置しな

いことを児童生徒が理解すること、各関係組

織が連携していじめ問題の克服をめざすこ

とが示され、学校教職員に早期発見と適切

迅速な対応が求められている。 

学校は、あらゆる教育活動を通して児童

生徒の知識理解を図り、心情を育て、いじ

めを許さない態度を育成することと、組織的

な対応や広く関係機関との連携のもとで、

早期対応早期解決が実現できる学校とする

ことが求められているということである。教職

員はその組織の一員であり、児童生徒を直

接指導する立場であることを自覚し、日々の

学校での職務を勤めるものである。 

特に若い教員は、経験が浅く観察力や判

断力が未熟であることから、ちょっとしたこと

でも職員室等で話題にし、周りの教員・同僚

からの多面的な見方考え方に触れ早め早

めの報告相談に心がけてほしい。 

 ここで留意したいことは、「まっすぐに児童

生徒の気持ちを受け止めてほしい。」「相談

しているとき、『それはこういうこと』と決めつ

けないで最後まで聞いてほしい」「いじめに

あっていることは、やっぱり親には知られた

くない」といった子どもの声を、子どもの目線

で受け止めるということである。 

 滋賀県いじめ対策研究チーム会議は筆

者も事務局員として参加した会議であるが、

資料１はそうした児童生徒の心情や願いを

わかりやすく説明している。学校での対応に

あたっての参考にしていただきたい。 
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資料１ 

・いじめ事案の解消にあたって、「教員が組織

的に一丸となって取り組む体制が大切」な

どとされることがあるが、これは大人目線か

らのもので、子どもにとっては、それが迷惑

な場合もある。また、「いじめを許さない」とさ

れることもあるが、いじめをせざるをえないよ

うな状況に陥っている子どもがいるときに

は、指導では乗り越えられない。状況がどう

かを子どもから聞かせてもらい、そこから対

応していくことが必要である。 

・ 子ども達は、根本では、自分で解決しなけ

ればならないと思っている。だからこそ、子

ども達のしんどい気持ちをしっかり受け止め

てやりさえすれば、子どもは自分たちで歩き

出すことができる。 

・ 視点は、子ども達のエンパワーメント。子ど

も自身が解決したいという気持ちを応援し、

子ども達の持っている力でいかに問題解決

するか、子ども達の力をどれだけ引き出せ

るかという視点に立つことが大事である。 

最終報告書 ～いじめ問題の本質と対策につ

いて～  

平成２５年１１月 

滋賀県いじめ対策研究チーム会議より  

 

また、子どもさんがいじめられとても辛い

経験をされた母親の言葉に、「先生が大丈

夫か？」と問いかけ「大丈夫」と答えて安心

するのは大間違いだ。本当に大丈夫なら

「何のこと？」と不思議がるだろう。すぐに

「大丈夫」と答えるということは、先生には言

えない大丈夫じゃないつらいことがあるから

だというのがある。表面的ではなく、一人ひ

とりの内面を推察する鋭い観察力を身につ

け伸ばしていくことが望まれる。 

そのためにも、繰り返しになるが、一人の

児童生徒の言動について何人もの教員がと

らえ方を話し合い、多面的な見方柔軟な見

方を身につけること、スクールカウンセラー

等を招き専門的な立場から児童生徒の集

団の中での考え方・心理を学ぶことが大切

である。教職員に求められている職務は幅

が広く多忙であることは間違いないが、児童

生徒理解という教育の基本を学ぶという点

からも大切にしたいところである。また、学校

及び教職員は、学校生活という限られた社

会の中で生活している児童生徒のいじめに

対応できるのは、その限られた社会の中に

いる教員であることを自覚して指導に当たる

ことが肝要である。 

 

②養護教諭の役割 

 先ほどの図３のグラフ『児童生徒の相談の

状況』からは、相談する対象の中で養護教

諭に注目したい。他の教員の数から考える

と養護教諭に相談する児童生徒の比率は

小中高全てで高いといえる。また、小中高と

成長するにつれて高くなっている事も特徴

である。 

 これは、例えば、健康診断や健康観察を

わたすとき、体調の悪いときやけがをしたと

きなど、普段の生活の中で養護教諭と接す

る機会が多いことが考えられる。また、いじ

めに限らず心身の悩みを話す機会があり、

学習面での指導をされないという関係性も

あるといえる。併せて、体調不良を理由に、

授業時間など他の児童生徒がいない時間

に一人でゆっくり話を聞いてもらえる場がも

てることも理由にあげられる。 

 特に女子児童生徒の場合、担任の男性

教諭には話せない内容を養護教諭に聞い

てもらう場面をよく目にする。 

 平成７年学校保健法施行規則の改正の

要旨では、養護教諭の役割について下記
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のように示されており、制度の面からも養護

教諭の積極的な関わりを求めている。 

 

＜文部省事務次官通知＞ 

平成７年学校保健法施行規則の改正の要旨 

近年、児童生徒の心身の健康問題が複雑、

多様化してきており、特に、いじめや登校拒否

等の生徒指導上の問題に適切に対応するとと

もに、児童生徒の新たな健康問題に取り組ん

でいくためには、学校における児童生徒の心

身の健康について指導体制の一層の充実を

図る必要があり、保健主事、養護教諭の果た

す役割が極めて重要となっている。 

 

また、文部科学省の通知の中でも、養護

教諭が専門性を生かして行う職務として、心

身の健康に問題を有する児童生徒の個別

指導・健康相談活動（養護教諭が行うヘル

スカウンセリングを含む）が示されている。 

学校職員、特に担任や管理職は、調査

結果や規則等から考えられるこうした児童

生徒の相談に対する考え方や職務を理解

し、日頃から養護教諭との連携を密にし、特

に気になる児童生徒への観察や声かけを、

担任、生徒指導担当等チームとして進める

ことが大切である。 

 具体的には、未然防止や早期発見のため

の早め早めの声かけや事案発生時の事実

確認等聞き取りへの対応があるが、日頃か

ら関係性の構築を組織的に築いていくこと

が必要である。 

 

 ③ 教育課程の中で児童生徒・学級を育

てるということ 

平成２９年３月に新学習指導要領が示さ

れ、道徳が特別な教科として位置づけられ

ることとなった。この学習指導要領は、文部

科学大臣が定める教育課程の規準である。

各学校は、この学習指導要領やその中で

示されている標準授業時間数等をふまえ、

地域や学校・児童生徒の実態に応じて教育

課程を編成することとなる。 

児童生徒の学校生活のほとんどはこの教

育課程から作成された時間割、日課表に基

づいたものであり、言い換えれば、児童生

徒にいじめ問題に対する理解を図り心情を

育てるのは、学習指導要領と自校の教育課

程に基づいた日々の授業に他ならない。い

じめ等の問題を生徒指導として教科等の授

業と切り離して考えるのは間違いであり、授

業を通して一人ひとりの心身を育てると共に

学級・学習集団をよりよいものに育てていく

ことが必要である。 

その一つの例として、いじめの要因に加

害者側の低学力によるストレスがある。学校

生活のほとんどをしめる教室での授業は、

低学力の児童にとっては辛い時間になりや

すい。そのことが、小中高と続く中で、自分

に自信が持てなかったり自分を大切に思え

なかったりする心情がストレスとなってふくら

み、近くの弱者にいじめという形で向けられ

ることがある。 

日々の授業の中で、「わかった」「できた」

という気持がもて充実感のある学習を積み

重ねる中で自尊感情を高めることは、いじめ

防止のための地道なねばり強い、そして一

人ひとりを大切にした取り組みといえる。 

各学校では、自校の実態に応じた教育

課程を編成している。その意図と内容を十

分に理解し実践していくことが求められてい

る。 
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④学級編制（４０人学級）と担任の役割 

小中学校の１学級の児童数は、小学校設

置基準・中学校設置基準により特別の事情

等があり、教育上支障がない場合を除き４０

人以下となっている。（小学校１年生は３５人

以下：公立義務諸学校の学級編制及び教

職員定数の標準に関する法律）４０人という

数にはもちろんメリットデメリットがある。いじ

め問題の面から考えれば、担任がそれだけ

の児童生徒の日々の複雑な人間関係に注

意し、異変を感じたときには適切な指導に

つなげるのは相当な指導力とエネルギーが

必要といえる。 

クラスに在籍する児童生徒には、それぞ

れに違った家庭環境や生育歴、個々の能

力の違いがあり、それぞれが毎日勉強した

り遊んだりする中で学級という集団が形成さ

れる。日々の関わりの中で、できる・できな

い、上手い・下手、性格が合う・合わないと

いった様々な互いの関係性が明らかになり

人間関係が築かれていく。中には、力関係

からのトラブル、仲間の取り合い、言葉の受

け止め方の違いからの誤解等がきっかけで

いじめに発展することも少なくない。 

学級担任は、学級を落ち着かせ、互いが

よりよく理解し成長し合う集団づくりをめざし

て、学級経営を進めることになるが、ともする

と、担任がいじめに荷担していることも見ら

れる。学級という集団の中での担任の果た

す役割について事例をもとに述べることとす

る。 

一つめは、学級の児童生徒に求める均

質性である。以前、教室でよく見かけたス

ローガンに「みんなは一人のために 一人

はみんなのために」というものがあった。め

ざす姿は崇高で理解できるものであるが、

何かができない。つまり、常にみんなから

「一人」の側として見られ、しんどい思いをす

る児童生徒がいる。均質性になじめない子

である。また、「全員が給食を食べ終わった

ら昼休みにしましょう。」というルールを担任

が発することもある。しかしクラスの中には当

たり前のことが当たり前にできない児童生徒

もおり、こうした取り組みの影響で、みんなか

ら冷たい視線を浴びている場合がある。 

担任は、集団行動や集団生活を身につ

けさせたいという思いが強く、こうした教師の

言動がいじめへの荷担になっていることに

気づきにくい現状がある。 

２つめは、教師の一言が児童生徒のいじ

めのきっかけになる例である。「○○さんは

いつも遅いわね。」と担任がみんなの前で

話すことで、周りの子どもたちは「先生も

言っているのだから。」と受け止め、集団で

指導するような責めるような見方、言い方、

関わり方がその子にされるようになり、いじめ

につながった場合がある。 

担任の何気ない一言や視線、表情が、知

らないうちにいじめのきっかけになったりい

じめに荷担していることになったりすることを

十分自覚し、学級経営に臨みたいものであ

る。 

 

⑤課題に即した新しい教育制度・施策を活

用する 

図３のグラフにおいて、「スクールカウンセ

ラー等の相談員に相談」という項目があり、

小学校１．５％ 中学校４．４％ 高等学校５．

９％の比率が示されている。 

これまでから述べてきたように、いじめに

は見つけにくい要因がいくつもあり、その中

には被害児童生徒が相談したくてもできな
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いという思いもある。担任の先生に言えばや

やこしくなる。親には伝えてほしくない。とい

う気持が、言葉にだすことを躊躇させている

と思われる。こうしたことへの対応として様々

な相談窓口を用意し、苦しい思いを誰かが

受け止めて児童生徒が自分で歩き出せるよ

うに支援する仕組みが用意されている。 

その一つにスクールカウンセラーの存在

がある。教員のように成績に関係することは

なく学校とは少し離れた存在であって、学校

現場において児童や生徒、その保護者に

対して、臨床心理に関する専門知識を生か

しながらサポートしていく専門家との連携や

活用は、今後学校として積極的に推進して

いくことが重要である。 

このことは、いじめ防止対策推進法１８条

（いじめ防止等のための対策に従事する人

材の確保及び資質の向上）の中では、「心

理、福祉等に関する専門的知識を有する者

であっていじめ防止を含む教育相談に応じ

るものの確保… 等必要な措置を講ずるも

のとする」と示されており、法のもとで積極的

な活用を求めている。 

具体的には、文部科学省の『スクールカ

ウンセラー等活用事業』をはじめ、各自治体

や教育委員会の施策として、小中高と学校

の多くにスクールカウンセラーが配置もしく

は定期的に派遣されているところである。し

かしながら現状では、常時配置はまだまだ

少なく、限られた時間での活用のところが多

い。前述の小中高の相談比率の違いも、そ

うした物理的な時間の違いも要因として考

えられる。 

また、スクールソーシャルワーカー（ＳＳ

Ｗ）と連携した対応についても効果が期待さ

れている。スクールソーシャルワーカーは、

いじめや不登校、虐待、貧困など、学校や

日常生活における問題において、子ども本

人だけでなく、家族や友人、学校、地域など

周囲の環境に働きかけて直面する子どもを

支援する社会福祉の専門家である。 

文部科学省では、『スクールソーシャル

ワーカー活用事業』を実施し、各自治体、

教育委員会の指導のもと、それぞれの学校

の状況に合わせた活用が図られている。 

いじめをはじめ虐待や不登校、貧困等

様々な教育にかかわる問題への対応には、

学校・家庭だけでなく専門的な機関との連

携がこれまで以上に重要である。 

２つの例にもあるように、課題に即した新

しい制度や施策がどのようにして解決・改善

をめざしているのかを十分理解し、適切に

効果的に活用できる力をつけるとともに、よ

り一層の改善に向けて提案のできる力もつ

けたいものである。 

 

⑥関係機関と連携し、背景にある問題に対

応する 

いじめ問題の背景には様々な要因が考

えられる。単にいじめそのものの予防や早

期解決にだけ取り組むのではなく、その原

因となるものは何か、加害や被害の児童生

徒の背景にあるものは何かを考え、根本と

なるところの対応を図っていく必要がある。 

しかしこうした背景となれば、家庭や保護

者、社会の問題といえるものが多く、担任や

学校が単独で対応できるものではない。

様々な関係機関と連携していくことが求めら

れる。そのためには、関係する法律や制度

について理解し、必要な対応適切な対応を

組織的に進めていかなければならない。 

ここでは、現代のいくつもの家庭や家族
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が抱える大きな問題の 1 つである虐待とＤ

Ｖを例に挙げ、関係機関等との連携を含め

対応のあり方について整理したい。 

滋賀県いじめ対策研究チーム会議の最

終報告書には、いじめの加害者がかつては

児童虐待の被害者であった事例があり、虐

待の影響はいじめと深く関わると書かれて

いる。また、虐待の被害者は感情が激しく感

情抑制が乏しい、激高しやすくなかなか納

まらないといった感情の不安定さが暴力行

為となって現れるとも書かれている。逆に、

被害者になった場合は、助けを求めると

いった合理的な方法を学ばずに孤立しや

すいといわれ、「うつ」になりやすいなど深刻

化する危険性も高いと書かれている。 

そしてその数は、通告数の報告を見ても

年々増加し、あきらかになっていない事例も

予想されることから、各クラスに虐待被害児

がいると考えることが必要かもしれない。実

際、少年院に入る子どもの７割程度は被虐

待児と話す人もいる。 

こうした実態や現状から、いじめ問題と虐

待の問題は、学校においては切り離して考

えることはできないところがあり、対応にあ

たっては、法律や制度に基づき関係機関と

連携して組織的に適切に行うことが求めら

れる。 

法律でいえば児童虐待防止法があり第５

条において 

学校、児童福祉施設、病院その他児童の福祉に

業務上関係のある団体及び学校の教職員、児童

福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士その他

児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待

を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐

待の早期発見に努めなければならない。 

と、早期発見についての努力義務を示して

いる。また、第６条において 

児童虐待を受けたと思われる児童を発見した

者は、速やかに、これを市町村、都道府県の

設置する福祉事務所若しくは児童相談所又

は児童委員を介して市町村、都道府県の設

置する福祉事務所若しくは児童相談所に通

告しなければならない。 

と、通告の義務を示している。特にと思われ

るとされ、疑わしきは躊躇せず通告すること

を求めている。 

 全ての教職員は、この法律の趣旨をしっ

かりと理解しておくことがまず求められる。 

そして、行動に移せるよう手順やマニュアル

を定め、シミュレーションをしておくことが大

切である。具体的には、疑問をもてば、でき

る限り情報を集め、対応を校内で組織的に

協議し通告することになる。先程も述べたが、

クラスに一人はいるのが普通と認識している

ことが重要である。 

 よくあることとして、「もう少し様子を見てみ

よう。」として放置し、タイミングを逃したり重

大化したりする例がある。迅速に通告するこ

とで、関係機関との組織的対応が図られる

ようになる。つまりスタートが切られることに

なるのである。決してややこしい事件に巻き

込まれるといった不安をもつようなものでは

ない。管理職や指導的立場の者は、そうし

たことも含めて日頃から教職員を指導し、苦

しんでいる児童生徒の救済の一歩を踏み

出してほしい。 

 筆者の学校においても毎年数件の通告が

ある。一時保護の事案もある。それぞれの

事案によって様々であるが、家庭児童相談

所や警察、教育委員会との連携が見える形
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で行われることで、情報が密に交わされるよ

うになり学校の指導も変わっていく。また児

童の心のケアに取り組んでもらえ多忙化を

極める担任や学校を支え安心感･安定感を

つくり出してもくれる。 

 もう一つの背景として挙げたＤＶも児童に

大きな影響を与え、いじめとの関係も深いも

のである。 

 滋賀県いじめ対策研究チーム会議の中で

は、暴力から逃れてきた母親からの聞きとり

として、 

 ・幼い頃に暴力の有効性を学んだ子には

社会の理屈が入らないこと 

 ・学校に入学してから「暴力はよくない」と

教わってももう遅く直らないこと 

 ・ＤＶには無力感と怒りを内在させる要素

があること 

が書かれている。 

 やはり、いじめの加害者にも被害者のもな

りやすい要因をもっている存在である。実際

こうした要因をもつ児童生徒への教育に多

大なエネルギーを使いながらも、困難な状

況が続く学校が数多く見られる。学校だけ

ではなく様々な関係機関との連携が必要な

ことは言うまでもない。 

 また、法律では、「配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護等に関する法律」（い

わゆるＤＶ防止法）があり、その中には、「子

への接近禁止命令」として 

当該子の住居就学する学校その他の場所

において当該子の身辺につきまとい、又は

当該子の住居、就学する学校その他その通

常所在する場所の付近をはいかいしてはな

らないことを命ずるものとする。 

がある。 

 実際被害者が加害者から逃れ、親子で転

居し子どもも学校を転校してくるという事例

がある。心配されることとして、児童名や在

籍の確認の電話、授業参観や行事の応援

といったことでの来校など、加害者が学校に

接近してくる機会はいくつも考えられる。探

偵を使って調査されるといった事例まであっ

た。 

 こうした場合は、法律の趣旨を十分に理解

し、教育委員会、警察と学校が連携を密に

して、あくまでも子どもの安心と安全を守ると

いう観点から慎重に対応しなければならな

い。 

  虐待もＤＶも児童によって背景が違い現

れる問題行動も違う。それぞれのケースに、

先程も述べたスクールカウンセラーやスクー

ルソーシャルワーカー、また家庭児童相談

所や警察といった専門性をもつ人材や機関

と連携を図り学校のできること、担任のでき

ることを明確にして対応していくことが大切

である。 

 とはいえ、一気に解決が図られる事案もあ

れば、継続的に報告を行い定期的に会議

をもって指導にあたっている事案もある。い

ずれにせよ、教職員が法や制度に守られて

いることを自覚し、自信をもって対応すること

が、加害者の説得につながり、被害者の安

心につながるものと信じ取り組んでいきたい

ものである。 

 

４ 社会全体でいじめから子どもを守るしく

みをつくる 

「いじめ防止対策推進法」では、いじめの定

義において「インターネットを通じて行われ

るものも含む」とされており、そのような場合

には学校だけで対応することが非常に難し

い状況となっている。 
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 今、スマホ・携帯電話によるいじめや犯罪

被害に遭う児童生徒が急増しており、大人

が見えない部分でのいじめは深刻である。

『平成 28 年度「児童生徒の問題行動・不

登校等生徒指導上の諸課題に関する調

査」（速報値）』のいじめの態様では、パソコ

ンや携帯電話等で、「ひぼう、中傷や嫌なこ

とをされる」という経験をした児童生徒の比

率は、小学校で１．１％、中学校で７．８％、

高校では１７．４％となっている。誰もがスマ

ホや携帯電話を子どもの頃から使用する時

代の大きな問題となっている。 

 こうした問題では、学校ができること、適切

に外部につながった方がよいことを分けて

いくことが必要である。併せて、適切な制度

の確立や機能の開発を訴え、社会全体で

子どもたちをいじめから守るしくみをつくって

いかなければならない。 

 「いじめ防止対策推進法」第１９条（イン

ターネットを通じて行われるいじめに対する

対策の推進）では、 

学校の設置者及びその設置する学校は、当

該学校に在籍する児童等及びその保護者

が、発信された情報の高度の流通性、発信者

の匿名性その他のインターネットを通じて送信

される情報の特性を踏まえて、インターネット

を通じて行われるいじめを防止し、及び効果

的に対処することができるよう、これらの者に

対し、必要な啓発活動を行うものとする。 

2 国及び地方公共団体は、児童等がイン

ターネットを通じて行われるいじめに巻き込ま

れていないかどうかを監視する関係機関又は

関係団体の取組を支援するとともに、インター

ネットを通じて行われるいじめに関する事案に

対処する体制の整備に努めるものとする。 

と示されており、啓発活動の実施や体制の

整備を学校や国等に求めている。 

 筆者の学校でもこうした啓発活動を、関係

企業と連携して専門家を招聘して行ってい

る。対象者も児童だけでなくＰＴＡと連携し

て保護者にも実施している。また、フィルタリ

ング等の取り組みについても企業から情報

や方策を得て啓発するとともに警察からの

最新の情報に基づいた指導もお願いしてい

るところである。 

 しかし、一旦ＳＮＳにおけるいじめが確認さ

れてしまうと、ネット社会の複雑さと特性のた

め解決には非常な労力を必要とし、それで

も十分とはいえないままの場合も見られるの

が現状である。こうした問題への解決のため

にはこれからの施策の在り方が問われてい

るといえる。 

 子どもたちを取り巻く社会的な問題に対し

て、子どもたちを間近で見つめている学校

や教職員は、それらをどのようにして解決し

ようとしているかに目を向けるだけでなく、そ

れらをどのようにして改善しよりよい方向に

推進していくかを考え、時には提案し働きか

ける立場であることを自覚しいじめ問題に向

き合いたいものである。 

 

おわりに 

ここまで、いじめ問題を軸にして、現状の

教育制度やこの問題に関連した法律等をも

とに、学校や教職員がどのように対応してい

くかについて考察を進めてきた。 

事例としてあげさせていただいた内容は、

私も事務局として参加させて頂いた「滋賀

県いじめ対策研究チーム会議」の最終報告

にまとめられた内容を参考にさせていただ

いた。いじめの被害者、加害者はもちろん、

現代の児童生徒の日々の生活の背景を理
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解すること、行政や学校がこの問題にどのよ

うに取り組もうとしているかを理解することを、

これから教員をめざす人たちに学んでいた

だきたいと考えた。 

筆者の学校では、いじめだけではないが、

様々な問題行動を起こす児童について放

課後にケース会議を開いている。管理職は

もちろん、担任、学年主任、教務主任、教育

相談担当、特別支援コーディネーター、生

徒指導担当らが集まり情報を持ち寄り対応

を考える場である。多いときには週に数回、

１日２ケースの場合もある。その多くの時間

が児童理解のためにつかわれる。学校での

行動だけでなくこれまでの生育歴や家庭環

境等も話され、保護者の思いも共有する。

そして、短期の目標や長期の目標を定め組

織的な対応を明日から始めることになる。実

際行う具体的な内容は、今回項目をあげ述

べてきた事の組み合わせであることが多い。 

こうした取り組みの根本は、児童生徒の

目線に立つこと、子どもの最善の利益を第

一に考えることであり、今の教育制度もこれ

から新たに作られるかもしれない制度にお

いても、そのことを正面に据えたものとして

捉え、そのもとで適正に誠実に教育に取り

組んでいかなければならないと考える。 

 

長浜市立長浜北小学校・校長 
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